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1. さがみはら森林ビジョン後期実施計画について 
（１）策定経緯と概要 

相模原市は、市域の約６割を森林が占める「森林」と「市街地」を併せ持つ都市であ

り、神奈川県の水がめである奥相模湖、相模湖、津久井湖、宮ケ瀬湖及び城山湖を有し、

それらを取り巻く森林は水源環境保全のための重要な役割を担っています。 

しかし、木材価格の低迷や林業労働者の減少、林業経営における採算性の悪化等から、

森林に対する所有者の管理意識が低下し、手入れ不足の森林が増えたことにより、水源

かん養や山地災害防止、木材を始めとする林産物の供給等森林の持つ多面的機能の低下

が憂慮されています。 

このため、本市では貴重な森林資源を保全・再生し、循環・継続的に利用することに

より、これら豊かな森林を健全な姿で次世代に引き継いでいくため、平成２２(２０１０)

年度に「さがみはら森林ビジョン(以下「森林ビジョン」という。)」を策定しました。 

森林ビジョンでは、「知って、使って、身近になる」をキャッチフレーズに、「いきい

きとした人と森林のかかわり」と「いきいきとした森林」の実現を将来像とし、また、

そこに至るための５つの基本方針(①市民への情報提供、②環境教育の推進、③市民と森

林の接点づくり、④木材等の利活用の推進、⑤森林環境の保全・整備)とそれぞれに対応

する基本施策を示しました。 

 

 

図：森林ビジョンの基本方針 

 

森林ビジョン策定後、これらの基本方針を確実に実現すべく、平成２５(２０１３)年

度から平成３１(２０１９)年度までを計画期間とした「さがみはら森林ビジョン実施計

画(以下「前期実施計画」という。)」を策定し、森林の保全・再生に向けて、木材の利

用拡大や森林の適正管理等の重点事項を中心に施策を推進し、森林の健全化と水源林と

しての機能の回復が徐々に図られてきました。 

「さがみはら森林ビジョン後期実施計画(以下「後期実施計画」という。)」の策定に

当たっては、市内の森林面積や材積量、林業経営体数・林家数等は、前期実施計画策定

後も大きな差異は見られないため、基本方針、基本施策及び主な取組項目については継

承し、森林ビジョンの実現の加速化を図るため、施策の更なる推進と水源地における産

業としての林業振興の観点から、重点事項の位置付けを中心に見直しを行います。 

今後は水源地として、水源林を保全するため一定面積以上の皆伐が制限されることや、
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近年、気候変動に伴い想定を上回る豪雨等により森林の国土保全機能が損なわれている

ことなど、産業としての林業には制約が大きい条件の中、引き続き間伐による森林の育

成を中心としながら、将来的には適切に配置した小面積皆伐及び植栽により森林資源の

循環利用を目指した林業振興に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図：実施計画における取組内容の変化 
 

（２）計画期間 
後期実施計画の計画期間は、「相模原市総合計画」及びその他の部門別計画に合わせ、

令和２(２０２０)年度から令和９(２０２７)年度までとします。なお、内容については、

おおむね中間時点で見直しを行うこととするほか、社会的状況の変化等に応じて適宜変

更、修正を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

               
1 前期実施計画においては、津久井地域の森林及びそこから産出される木材を中心とした取

組の観点から、市内産材を津久井産材と呼称してきましたが、後期実施計画においては、従

来の水源の森林づくり事業のほか、森林環境譲与税を財源とする森林整備も広く市内で取り

組んでいくことを考慮し、それに従い産出される木材の呼称を「さがみはら津久井産材」と

します。 

前期実施計画 後期実施計画 

荒廃森林への対応 

 

保全と利用 

 

・さがみはら津久井産材1の利用拡大 

 (流通拠点の整備、産地証明制度) 

 

・県水源の森林づくり事業と連携した森林整備 

 (令和８(２０２６)年度までの時限) 

森林の健全化と循環利用 

 

持続可能な林業 

 

・林業関係事業の経営安定化 

 (収益性の向上、担い手の育成 等) 

 

・県水源の森林づくり事業と連携した森林整備 

 (令和８(２０２６)年度までの時限) 

 

・森林経営管理法(平成３０年法律第３５号)に基

づく新たな森林管理 

 (森林環境譲与税を活用した森林整備) 
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2. 森林・林業に係る制度の動向や社会情勢の変化等について 
 

後期実施計画の策定に当たっては、前期実施計画策定後における社会情勢の変化に伴う

森林・林業における諸施策や制度の変化等を踏まえるとともに、森林の保全から林業の振

興に視点を広げ、施策の見直しを行います。 

 

（１）森林・林業に係る制度の動向 
ア 再生可能エネルギー 

平成２４(２０１２)年７月から、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱及

びバイオマス)を用いて発電された電気を一定価格で電気事業者が買い取ることを義

務付ける「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(ＦＩＴ)」が導入され、間伐材・

林地残材等の木質バイオマスの利用量が増加しています。 

しかしながら、木質バイオマス発電においては燃料となる木材の安定的確保が、  

また、再生可能エネルギーの導入に当たっては、周辺の自然環境や生活環境との調和

を図ることなど、持続可能な仕組みとすることに留意が必要となっています。 

 

イ 木材利用に係る制度 

平成２６(２０１４)年の建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)の改正では、建築

物において木材利用や新技術導入を促進するための規制緩和、建築関連手続の合理化

を主な目的として、準耐火建築物の適用範囲が広がり、延べ面積３，０００㎡を超え

る大規模な建築物においても木造で建てやすくなりました。そのため、大規模建築物

に適するＣＬＴ(直交集成板)やＬＶＬ(単板積層材)等の利用・普及が急速に進んでい

ます。 

林業振興に取り組む上では、非住宅分野での木材利用とその需要喚起が重要になり

ます。 

なお、大規模建築物は設計時に厳密な構造計算が求められるため、ＪＡＳ(日本農林

規格)製品が多く用いられることから、供給体制の構築及びＪＡＳ製材品の安定供給が

課題となります。 

 

ウ 林地台帳の整備 

平成２８(２０１６)年５月の森林法(昭和２６年法律第２４９号)の改正により、効

率的な森林整備等に向けた施業集約化を進めるため、市町村が森林の土地の所有者、

森林の土地の境界に関する測量の実施状況等を記載した林地台帳を作成し、その内容

の一部を公表する仕組みが設けられました。林地台帳は平成３０(２０１８)年度末ま

でに整備し、令和元(２０１９)年度から運用を開始しました。 

林地台帳の一部を公表することで、森林所有者の関心の高まりや、森林組合・林業

事業体等による施業集約化が進み、森林の健全化や地域の雇用創出、林業の活性化に

つながることが期待されています。 
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エ 森林環境税の創設と森林環境譲与税を活用した新たな森林整備の枠組 

  森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源かん養等の様々な公益的

機能を発揮するため、適切な森林の整備等を進めて行くことを目的に、市町村が実施

する森林整備及びその促進に資する取組の財源として、森林環境税及び森林環境譲与

税が導入されることとなりました。令和６(２０２４)年度から始まる森林環境税の課

税に先立ち、令和元(２０１９)年度から森林環境譲与税の各自治体への配分が開始さ

れ、間伐や人材育成・担い手確保、木材利用促進、普及啓発等の森林整備及びその促

進に関する費用に充てられることとされました。 

また、平成３０(２０１８)年５月には森林経営管理法が制定され、森林所有者に対

する森林の経営管理の責務の明確化や、森林所有者が自ら森林整備できない場合の市

町村が主体となった新たな森林管理システムが制度化されました。 

本市では、神奈川県の水源環境保全税を活用した水源の森林づくり事業等の森林整

備に取り組んでいますが、加工品の原料として新たな利用が進められている広葉樹林

の整備や、従来の制度では対象とならない小規模な森林等についても、森林環境譲与

税を活用した対応の充実が求められています。 

図：森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み(林野庁ホームページ) 

 

オ 国有林における民間活力の導入 

平成３０(２０１８)年６月に閣議決定された「未来投資戦略２０１８」等において、

国有林における民間活力の導入(国有林の民間開放)が改革案として盛り込まれ、検討

されています。 

これにより、民間事業者が国有林の一定区域において、長期・大面積での使用収益

ができるようになり、林業の成長産業化、木材の利活用の促進及び森林資源の適切な

管理が進むことが期待されています。 
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（２）社会情勢の変化等 
ア 森林資源を活用した観光への取組 

近年、旅行者のニーズの変化により、農業、林業、漁業等の分野において自然、文

化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動であるグリーン・ツーリズムへの関心が

高まってきています。森林についても、観光資源として活用する体験プログラム等に

より、インバウンド(訪日外国人旅行客)を含めた旅行者を呼び込む取組が国内で進め

られています。 

本市においても、グリーン・ツーリズム等、森林資源を活用した観光への取組が期

待されています。 

 

イ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う関連施設の木

質化の取組により、木材利用が見直されています。 

また、選手村(ビレッジプラザ)の建築物に全国の木材を活用し、大会後は使用した

木材をレガシーとして後利用する「日本の木材活用リレー ～みんなで作る選手村ビ

レッジプラザ～」に参加し、さがみはら津久井産材の知名度の向上が図られることが

期待されています。 

 

ウ 森林環境教育等の充実 

平成２８(２０１６)年５月に閣議決定された「森林・林業基本計画」において、「森

林環境教育等の充実」の項で、ＥＳＤ(持続可能な開発のための教育)の視点を考慮し

つつ、教育関係者等と連携して、森林環境教育等を充実することとされました。これ

を踏まえ、持続可能な社会の構築に果たす森林・林業の役割や木材利用の意義に対す

る市民の理解と関心を高める取組が求められています。 

 

エ 持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ：Ｓustainable Ｄevelopment Ｇoalｓ)1 

持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)は、平成２７(２０１５)年９月の国連サミットで採

択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された平成２８(２

０１６)年から令和１２(２０３０)年までの国際目標です。持続可能で多様性と包摂性

のある社会を実現するための１７のゴールから構成され、地球上の誰一人として取り

残さない(leave no one behind)ことを誓っています。 

森林は、１７の目標のうち目標１５「陸の豊かさも守ろう」として位置付けられて

おり、「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂

漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。」に

関連しています。 

                            
1 各施策に特に関連の深いＳＤＧｓのゴールについては、「５．重点事項について」「６．そ

の他の基本施策について」「７．持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ：Ｓustainable Ｄevelopment 

Ｇoalｓ)と施策との関連性」に記載しています。 
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また、森林ビジョンの取組は目標６「安全な水とトイレを世界中に」目標７「エネ

ルギーをみんなにそしてクリーンに」目標８「働きがいも経済成長も」目標１２「つ

くる責任つかう責任」目標１３「気候変動に具体的な対策を」等として示されている

目標の達成にも貢献するものであり、持続可能な森林の保全、再生及び活用が求めら

れています。 

図：ＳＤＧｓの１７のゴール （出典：国際連合広報センターＷＥＢサイト） 

  

（３）相模原市の林業に関する周辺環境の変化等 

市内の林業振興につながる変化として、緑区鳥屋

の貯木場の完成や高品質・多品種の製材が可能な製

材工場の稼働、大規模バイオマス発電所への低質材

供給の実現が図られています。 

 

ア 津久井貯木場の完成 

平成３０(２０１８)年１１月に神奈川県森林組

合連合会津久井貯木場が開設され、本市や近隣町村を含めた各地で生産される木材が

市内で取引されるようになりました。従来は秦野市の市場まで運搬が必要でしたが、

市内の貯木場で効率的に運搬・販売することが可能となりました。 

 

イ 高品質・多品種の製材が可能な製材工場の稼働 

さがみはら津久井産材を始めとする神奈川県産材や近隣都県の木材を集材し、ＪＡ

Ｓ規格材等高品質な製材が可能な工場が平成２２(２０１０)年から市内(緑区長竹)で

稼働しています。周辺の中小製材工場と連携しながら、効率的な生産に取り組んでい
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ます。 

 

ウ 大規模バイオマス発電所への低質材供給の実現 

製材等に適さない低質材については、近隣市の木質バイオマス発電所に出荷する取

組が開始されました。「(1)森林・林業に係る制度の動向」で述べたように、バイオマ

ス材の需要が高まり、価格も上昇していることから、今後の取引の活性化が期待され

ます。 
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3. 前期実施計画における取組の評価について 
（１）前期実施計画における進行管理の取組 

前期実施計画では、計画の着実な推進を図るため「さがみはら森林ビジョン審議会(以

下「審議会」という。)」において、進行管理を行いました。 

審議会においては、議論の充実を図るため、平成２７(２０１５)年から審議会の開催

回数を年間２回から３回に増やし、計画の着実な進行管理を行ったほか、審議の参考と

するため、毎年、現地視察を行いました。また、進行管理に加えて、林業を取り巻く状

況や課題事項等の共有を図るため、テーマを絞った意見交換も行いました。 

 

年度 
開催

回数 
審議内容 

現地調査 

(年１回) 
備考 

H25 

(2013) 
2 進行管理の方法等 市有林整備箇所地 他  

H26 

(2014) 
2 

平成 25(2013)年度事業

の進行管理 
木材流通事業所 他  

H27 

(2015) 
3 

平成 26(2014)年度事業

の進行管理 
市民の森計画検討地  

H28 

(2016) 
3 

平成 27(2015)年度事業

の進行管理 

さがみはら津久井産材製学

習机天板製造所、林道及び

森林施業地(架線での搬出) 

さがみはら津久井

産材のブランド化に

ついての意見交換 

H29 

(2017) 
3 

平成 28(2016)年度事業

の進行管理 

相武台まちづくりセンター他

さがみはら津久井産材利用

施設 

森林環境税につい

ての意見交換 

H30 

(2018) 
5 

後期実施計画の検討 

平成 29(2017)年度事業

の進行管理 

製材事業所、県森林組合連

合会津久井貯木場予定地、

森林施業地 
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（２）前期実施計画における取組の評価 

前期実施計画における、基本方針ごとの取組の状況及び評価は次のとおりです。 

 

■「基本方針１ 市民への情報提供」について 

市ホームページに開設している「さがみはら森林情報館」等を通じた情報発信を行った

ほか、ＮＰＯ法人との協働事業において、様々なイベントでのさがみはら森林ビジョンの

周知や、木工体験等を実施し、森林の整備と活用等に関する啓発に取り組みました。 

平成３０(２０１８)年度に実施した「市政に関する世論調査」によると、市が木材利用

の拡大に取り組んでいることについての認知度は、「よく知っている」と「聞いたことがあ

る」を合わせて１３．４％となっており、市民の認知度は低い状態となっています。平成

２７(２０１５)年度に行った同調査では、１１．０％であったことから、わずかながら認

知度は高まってきている状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【さがみはら森林情報館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＵＲＬ：ttp://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/shinrin/index.html 

【主な課題】 

・市の取組の認知度の低さ 

⇒より多くの市民に森林や林業等について知ってもらえるよう、引き続き、周知及び啓

発を進めることが必要です。 

 

・継続的な情報提供を行う場の提供 

⇒ホームページを通じた周知のほか、イベント等の市民へ直接情報を提供できる場を 

継続的に設けて行くことが必要です。 
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■「基本方針２ 環境教育の推進」について 

県内の都市部と緑区の山間部の小学校交流事業、中学生による林業の職業体験教室、登

山体験や里山間伐体験等を通じて環境教育を進めることができました。また、ワークショ

ップの開催やガイドブック作成等様々な地域活動を支援することができました。さらに、

さがみはら津久井産材を原材料にした児童用学習机の天板の交換を行い、地元の森林の保

護・保全につなげるとともに、併せて森林体験や森の授業等を行うことにより、子どもた

ちの地元への愛着育成や環境教育を進めることができました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な課題】 

・環境教育の充実 

⇒地域や環境への理解を深めるため、地域資源である森林や木材を生かした環境教育を

より一層進めることが望まれます。 

 

・活動フィールドの整備 

⇒市民や団体が主体となって森林で活動するための支援が求められています。 
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■「基本方針３ 市民と森林の接点づくり」について 

自然環境に対する意識の醸成や林業の普及啓発を行うため、石老山周辺を「(仮称)相模

原市市民の森」として、平成２８(２０１６)年度には基本計画を策定し、ＮＰＯ法人等と

の協働による市民の森での森林体験イベントの開催等を通じて、市民が森林と触れ合う機

会の提供を行うことができました。 

 
H２９(２０１７)年度 

H３１(２０１９)年度 

(目標) 

年度別指標 
活動プログラムの検討 

モデル事業の実施 

活動プログラムの検討 

モデル事業の実施 

実    績 

(仮称)相模原市市民の森クラブの発

足及び活動プログラムの検討(３回) 

モデル事業の実施(１回) 

 

【(仮称)相模原市市民の森の整備に向けた取組】 
※前期実施計画において平成３１(２０１９)年度の目標を施設整備着手としていましたが、平成２９年(２０１７)３月策定の「(仮

称)相模原市市民の森基本計画」において、平成２９(２０１７)年度～平成３１(２０１９)年度はソフト整備への取組を先行して

行うこととなったため、年度別指標の再設定を行いました。 

 

また、県の制度の運用を中心に取り組んだ企業との協働による森林づくりに向けた取組

については、目標の達成には至りませんでした。 

 
H２９(２０１７)年度 

H３１(２０１９)年度 

(目標) 

年度別指標 
面積 116.8ha 

件数    9件 

面積 198ha 

件数  18件 

実    績 
面積 89.3ha 

件数    7件 
 

【市内における「ネーミングライツ森林」の増加に向けた取組】 
 ※神奈川県の森林再生パートナー制度における実績の推移を踏まえ、Ｈ２７(２０１５)年度の指標を前年度の実績に１件(１１

ha)加えた数値とし、以降、毎年度同様の数値を積み上げて指標とすることとしました。(平成２８(２０１６)年度実績８件１

０５．８ha) 

 

その他、都市地域と森林地域をつなぐ交流を育む効果を期待できるものとして、里地里

山体験ツアー等に取り組む地域協議会に対して支援を実施したほか、八王子市等の周辺自

治体と連携しながら、各地域が持つ森林等の自然資源を生かした観光ＰＲに取り組むこと

で、観光客の誘致を図りました。 

あわせて、森林保全の未来の担い手の育成・支援をすることを目的に「森づくりボラン

ティア講座」の開催等、様々な取組を実施しました。 
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図：市民の森の将来像(イメージ)((仮称)相模原市市民の森基本計画) 

【主な課題】 

・市民が森林と触れ合う機会の継続した提供 

⇒「(仮称)相模原市市民の森」の持続可能な活動及び運営のため、活動プログラムや運

営体制の充実を図って行く必要があります。 

 

・企業との協働による森林づくりの促進 

⇒企業との協働による森林づくりを進めるため、市独自の企業の森の創設に向けた取組

を推進する必要があります。 

 

・多様な主体との連携した取組 

⇒引き続き、地域や多様な組織等と連携しながら、市民と森林の接点づくりを進めて行

くことが求められます。 
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■「基本方針４ 木材等の利活用の推進」について 

森林所有者、林業事業者等の取組により、目標を達成することができました。「津久井産

材利用拡大協議会」は、「木質バイオマス利活用に関する協議会」を統合し、さがみはら津

久井産材の流通拠点の整備や、知名度の向上によるブランド化に向けた検討等が進められ

ました。その結果、同協議会において平成２９(２０１７)年６月から、津久井産材産地証

明制度の運用が開始されました。また、平成３０(２０１８)年１１月には、広域的な木材

の流通拠点となる神奈川県森林組合連合会津久井貯木場が緑区鳥屋に開設されました。 

 
H２９(２０１７)年度 

H３１(２０１９)年度 

(目標) 

年度別指標 
○さがみはら津久井産材素材生産量 

 3,200㎥ 

○さがみはら津久井産材素材生産量 

3,600㎥ 

実    績 
○さがみはら津久井産材素材生産量 

 3,924㎥ 
 

【さがみはら津久井産材利用拡大に向けた取組】 

 

また、「相模原市公共施設における木材の利用促進に関する基本方針」(平成２５(２０１

３)年１月策定)に基づき、公共施設の内装材、備品等へのさがみはら津久井産材の使用等、

木質化に積極的に取り組むとともに、市ホームページを通じて「津久井産材製品カタログ」

や「津久井産材産地証明制度」等の木材の利用に係る情報を広く発信する等、木材の利用

拡大への取組を進めました。木質バイオマスの活用については、生産コストや供給体制の

構築等が課題となることが検討の結果明らかになったため、こうした課題に対する対応の

動向を注視しながら木材の多様な利用のための技術・商品開発を促進していきます。 

また、神奈川県が実施するかながわ森林塾につい

ての周知啓発に取り組み、市内の林業従事者の増加

を図りました。その他、効率的な森林整備を行うた

めの施業集約化の推進に向け、研修を行う等の支援

を実施するとともに、円滑な森林施業や、搬出作業

の負担軽減を図るため、市営林道等の適切な維持・

管理に取り組みました。 
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【主な課題】 

・さがみはら津久井産材の需要の拡大 

⇒さがみはら津久井産材の利用に向け地産地消を促進するとともに、広域的な需要の拡

大に向けた新たな取組や商品開発を支援することが望まれます。 

 

・素材生産量の向上 

⇒森林整備により産出される木材の経済利用を推進し、生産性の向上を目指していく必

要があります。 

 

・施業集約化の推進の支援 

⇒小規模・分散している森林を取りまとめ、効率的に整備を図る施業集約化の推進を 

より一層支援することが求められています。 

 

・人材の育成、担い手の確保 

⇒将来に渡って林業を支える人材の育成、担い手の確保や林業事業体の安定的な経営に

向けた支援等、市独自の取組を進める必要があります。 
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■「基本方針５ 森林環境の保全・整備」について 

神奈川県の「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」及び同実行計画に基づく森林整備

事業については、水源の森林エリアの私有林では森林所有者からの整備の要望が少なく、

目標達成には至りませんでしたが、地域水源林エリアの市有林の森林整備面積はおおむね

目標を達成し、水源かん養機能等の公益的機能の高い森林づくりに寄与しました。また、

市街地周辺の森林についても、整備に向けた取組を進めました。 

 
H２９(２０１７)年度 

H３１(２０１９)年度 

(目標) 

年度別指標 

【水源の森林づくり事業】 

管理された森林面積 

7,350ha 

実績進捗率 

75.3% 

【地域水源林整備の支援】 

整備面積 

145.8ha(市有林) 

21.0ha(私有林) 

事前調査4.0ha(特別緑地保全地区

等) 

【水源の森林づくり事業】 

管理された森林面積 

8,170ha 

実績進捗率 

83.7% 

【地域水源林整備の支援】 

整備面積 

169.5ha(市有林) 

24.6ha(私有林) 

0.88ha(特別緑地保全地区等) 

実    績 

【水源の森林づくり事業】 

管理された森林面積 

6,600ha 

実績進捗率 

68.7% 

【地域水源林整備の支援】 

整備面積 

143.6ha(市有林) 

20.8ha(私有林) 

事前調査3.53ha(特別緑地保全地区

等(目標との差は公募面積と実測と

の差による))  

 

【水源の森林づくり事業及び地域水源林整備に向けた取組】 
 ※「特別緑地保全地区等」については、前期実施計画において平成３１(２０２１)年度の目標を２２．６haと設定しましたが、

平成２６(２０１４)年度に事業計画を修正したことに伴い、整備箇所が変更となったため、新たな整備箇所を対象とする年

度別指標の再設定を行いました。 

 

市民生活を守る森林の保全・育成として、シカの捕獲・駆除等の鳥獣被害対策を進めると

ともに、健康被害をもたらすスギやヒノキの花粉発生源対策のため花粉の少ないスギや広葉

樹への植え替え等を進めました。これらの対策は継続的な対応が不可欠なことから、引き続

き取り組んでいきます。 



16 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な課題】 

・森林所有者への意識啓発の促進 

⇒所有者に対し、整備の責務や補助制度等について周知・啓発を行い、森林の公益的機

能を維持し適切な整備を推進する必要があります。 

 

・市街地周辺の森林の整備 

⇒住宅地に近い森林の整備について、適正な管理を実施することが求められています。 

 

・かながわ水源環境保全・再生施策大綱の終了後の継続した森林整備 

⇒神奈川県の「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」及び同実行計画に基づく森林整

備等の関係施策については、令和８(２０２６)年度までが計画期間となっていること

から、計画の継続を求めるとともに、代替する事業について検討する必要があります。 
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4. 後期実施計画における取組について 
 

 前期実施計画では、森林ビジョンの５つの基本方針と１２の基本施策の着実な実現のため、

構成する５０の事業に取り組んできました。 

後期実施計画では、前期実施計画における取組状況の評価や、森林・林業に係る制度の動

向、社会情勢の変化等を踏まえ、優先的に取り組むべき事業を選定します。 

 また、森林環境譲与税の使途として示されている間伐、人材育成・担い手確保、木材利用

促進、普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に係る取組について、体系的に進め

るため、後期実施計画をその活用指針として位置付けます。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：森林ビジョン基本方針と対応する森林環境譲与税の使途 

 

基本方針 

１ 市民への情報提供 

２ 環境教育の推進 

３ 市民と森林の接点づくり 

４ 木材等の利活用の推進 

５ 森林環境の保全・整備 

木材利用促進、普及啓発 

 

木材利用促進、普及啓発 人材育成・担い手確保 

木材利用促進、普及啓発 人材育成・担い手確保 森林の整

備 

森林の整備 

森林環境譲与税の使途 

木材利用促進、普及啓発 
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5. 重点事項について 
 

後期実施計画では、森林ビジョンの実現に向けて、計画的な施策実施が必要と思われる事

項を、主な取組項目ごとに次のとおり重点事項として設定します。 

重点事項では、基本的に中間目標値、最終目標値を掲げ具体的施策を推進しますが、目標

値の設定ができない事項については、取組事項の進行管理を行います。 

 

【後期実施計画における重点事項の選定理由】 

基本方針 基本施策 主な取組項目 前期 後期 選定理由 

１ 
市民への

情報提供 
② 

イベント等の開催

による普及・啓発

活動の推進 

市民向け森林体験教室

等の開催の促進 
 ● 

(新規) 

・認知度向上のための周知啓発の強化 催し物等での情報提供の

推進 
 ● 

２ 
環境教育

の推進 
③ 「木育」の推進 

材料としての木材の良さ

や、その利用の意義を学

ぶ、木材利用に関する教

育活動(木育)の推進 

 ● 
(新規) 

・学習机の天板交換事業の普及促進 

３ 

市民と森林

の接点づく

り 

① 

市民が森林と触

れ合う機会の創

出 

市有林等を活用した「市

民の森」の整備の検討 
● ● 

(継続) 

・森林・林業に係る周知啓発 

・取組の拡充の必要性 

③ 

多様な主体との

協働による森林

づくり体制の強化 

市民や企業等多様な主

体との協働による森林整

備の推進 

● ● 
(継続) 

・企業との協働による森林整備の推進 

４ 

木材等の

利活用の

推進 

① 木材の利用拡大 

材質に応じた木材流通の

最適化の促進 
● ● 

(継続) 

・林業振興のための取組強化 

公共建築物への利用促

進 
● ● 

地産地消の促進 ● ● 

木材の多様な利用のた

めの技術・商品開発の促

進 

● ● 

② 

木材の安定供給

体制構築に向け

た取組 

施業集約化の推進  ● 

(新規) 

・効率的な森林施業の支援強化 

 ※林地台帳の活用等 

５ 

森林環境

の保全・整

備 

① 
健全な森林の保

全・育成 
適切な森林管理の推進 ● ● 

(継続) 

・森林の持つ公益的機能の維持・向上 

・林業振興のための取組強化 

 



19 

 

 【後期実施計画における施策体系と重点事項】 

森林ビジョン 掲載内容 

基本方針 基本施策 主な取組項目 
重点事項 

前期 後期 

「知
る
」ア
プ
ロ
ー
チ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「使
う
」ア
プ
ロ
ー
チ 

１ 

市 民 へ

の 情 報

提供 

① ホームページ等多様な媒体
による情報発信の推進 

森林づくり活動等の情報を提供するポータルサイトの

開設・運営 
  

② イベント等の開催による普
及・啓発活動の推進 

市民向け森林体験教室等の開催の促進  ● 

催し物等での情報提供の推進  ● 

２ 

環 境 教

育 の 推

進 

① 
児童・生徒の環境教育の推

進 

森林をフィールドとした体験学習の推進   

地域の自然や森林と人の暮らし等、郷土に学ぶ活動

の推進 
  

② 
市民主体による環境教育の

推進 

市民が主体となって行う体験活動・交流活動の場とし

ての森林の活用促進 
  

③ 「木育」の推進 
材料としての木材の良さや、その利用の意義を学ぶ、

木材利用に関する教育活動(木育)の推進 
 ● 

３ 

市民と森

林 の 接

点づくり 

① 
市民が森林と触れ合う機会

の創出 

市有林等を活用した「市民の森」の整備の検討 ● ● 

都市のみどりの保全・再生の推進   

② 
都市地域と森林地域をつな

ぐ交流の推進 

里地里山の保全、再生及び活用の推進   

地域資源や人材を活用した体験・交流型プログラムの

開発の推進 
  

③ 
多様な主体との協働による

森林づくり体制の強化 

市民や企業等多様な主体との協働による森林整備の

推進 
● ● 

森林ボランティアやインストラクターの育成・支援の推

進 
  

４ 

木 材 等

の 利 活

用 の 推

進 

① 木材の利用拡大 

材質に応じた木材流通の最適化の促進 ● ● 

公共建築物への利用促進 ● ● 

地産地消の促進 ● ● 

木材の多様な利用のための技術・商品開発の促進 ● ● 

② 
木材の安定供給体制構築に

向けた取組 

効率的な木材生産システムの開発・導入促進   

路網整備の推進   

施業集約化の推進  ● 

林業の担い手育成   

技術開発のためのモデル団地の設定   

５ 

森 林 環

境 の 保

全・整備 

① 健全な森林の保全・育成 

適切な森林管理の推進 ● ● 

森林所有者への意識啓発   

森林の現況把握とモニタリングの推進   

② 
市民生活を守る森林の保全・

育成 

鳥獣被害対策の推進   

花粉症対策の推進   

不法投棄対策の推進   

残土処分地等の開発事業対策の推進   
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（１）重点事項①【基本方針１―基本施策② イベント等の開催による普及・啓発活動の推進】  
森林ビジョン掲載内容※ 現状 

(平成30 

(2018)年度) 

中間目標 

(令和5(2023)

年度) 

目標 

(令和9(2027)

年度) 
主な取組項目 掲載内容 

市民向け森林体

験教室等の開催

の促進 

市民向けの森林講座

や体験イベントの開

催、催し物等での情報

提供の促進に取り組

みます。 

イベント開催

回数 １回/年 

 

イベント参加

回数 １回/年 

イベント開催

回数 ４回/年 

 

イベント参加

回数 ２回/年 

イベント開催

回数 ５回/年 

 

イベント参加

回数 ２回/年 
催し物等での情

報提供の推進 

※森林ビジョンから転載（一部加工）。以下同じ。 

 

ＳＤＧｓのゴール 

    

 

【具体的取組】 

 

市民への普及・啓発活動としてイベント開催回数を令和５(２０２３)年度までに年４回、

令和９(２０２７)年度までに年５回、イベント参加回数を、令和９(２０２７)年度までに年

２回の参加を定着させることを目標とします。 

 

・さがみはら森林ビジョンやさがみはら津久井産材を広く市民に向けてＰＲできるイベント

等への参加や、より関心の高い人に向けて、「(仮称)相模原市市民の森」での森林体験イベ

ント等を開催し、普及・啓発の促進に取り組みます。 

・津久井産材利用拡大協議会と連携し、効果的な普及・啓発の検討を行います。 
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（２）重点事項②【基本方針２―基本施策③ 「木育」の推進】  
森林ビジョン掲載内容 現状 

(平成30 

(2018)年度) 

中間目標 

(令和5(2023)

年度) 

目標 

(令和9(2027)

年度) 
主な取組項目 掲載内容 

材料としての木

材の良さや、その

利用の意義を学

ぶ、木材利用に関

する教育活動(木

育)の推進 

市内の森林から供給

される木材の良さや

その利用の意義を幅

広く市民が学ぶこと

のできる活動を促進

します。 

さがみはら津

久井産材製学

習机の天板 

 

津久井地域の

小学校へ導入 

・導入学校数 

８校 

・導入枚数 

１，４１３枚 

さがみはら津

久井産材製学

習机の天板 

 

・津久井地域の

小学校へ導入 

・その他の地域

の 小 学 校 へ 

導入 

さがみはら津

久井産材製学

習机の天板 

 

市内小学校へ

導入 

 

ＳＤＧｓのゴール 

     

 

【具体的取組】 

 

 さがみはら津久井産材製の学習机は、令和９(２０２７)年度までに、津久井地域の小学校

への整備を終えることを目標とし、その他の地域の小学校については、令和５(２０２３)年

度までに導入を開始することを目標とします。 

 

・市内の小学校の学習机の天板について、段階的にさがみはら津久井産材製のものと交換し

ていきます。また、交換に併せて、子どもたちに天板製作や森林の役割等について説明し

ていきます。 
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【さがみはら津久井産材製の学習机天板の導入実績】 

平成２５(２０１３)年度から平成２９(２０１７)年度までに９校、１，１５３枚が導入さ

れています。 

■平成２５(２０１３)年度から平成２７(２０１５)年度まで(２２０枚) 

協働事業(間伐材商品開発事業)：新宿小学校、緑台小学校、相原小学校 

■平成２７(２０１５)年度及び平成２８(２０１６)年度(２２０枚) 

環境省事業(民間団体)：千木良小学校、若松小学校 

■平成２９(２０１７)年度から(１，４１３枚) 

津久井産天板交換等委託事業：川尻小学校、湘南小学校、藤野北小学校、藤野小学校、 

津久井中央小学校、串川小学校、内郷小学校、鳥屋小学校 
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（３）重点事項③【基本方針３―基本施策① 市民が森林と触れ合う機会の創出】  
森林ビジョン掲載内容 現状 

(平成30 

(2018)年度) 

中間目標 

(令和5(2023)

年度) 

目標 

(令和9(2027)

年度) 
主な取組項目 掲載内容 

市有林等を活用

した「市民の森」

の整備の検討 

市有林や財産区有林

等公有林等を活用し

た「市民の森」の整備

について検討します。 

イベント開催

回数 １回(２

コース)/年 

イベント参加

者数 ４２人/

年 

 

イベント開催

回数 ４回/年 

イベント参加

者数 ８０人/

年 

 

森林活動をサ

ポートする施

設の段階的整

備(民間施設の

活用を含む。) 

イベント開催

回数 ５回/年 

イベント参加

者数 １００人

/年 

 

森林活動をサ

ポートする施

設の段階的整

備(民間施設の

活用を含む。) 

 

ＳＤＧｓのゴール 

    

 

【具体的取組】 

 

(仮称)相模原市市民の森におけるイベントについて、令和５(２０２３)年度までに４回の

開催、８０人の参加、令和９(２０２７)年度までに５回の開催、１００人の参加を目標とし

ます。あわせて、令和５(２０２３)年度からは森林活動をサポートする施設の段階的な整備

を目標とします。 

 

・「(仮称)相模原市市民の森基本計画」に基づき、市民主体に

よるソフトの整備を先行するとともに、森林活動をサポート

する施設については、ソフト事業の熟度を踏まえ、段階的な

整備(民間施設の活用を含む。)に取り組みます。 

・市民の多様な森林体験活動に対するニーズに対応できるよう、

運営体制の充実を図り、活動プログラムの拡充に努めます。 

・(仮称)相模原市市民の森の魅力を高めるため、様々な観光施設や近隣の民間レジャー施設

等との連携した事業展開について検討します。 

・市民主体による持続的な運営に必要な組織体制の整備や担い手の育成・財源の確保等に努

めます。   
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（４）重点事項④【基本方針３―基本施策③ 多様な主体との協働による森林づくり体制の

強化】  
森林ビジョン掲載内容 現状 

(平成30 

(2018)年度) 

中間目標 

(令和5(2023)

年度) 

目標 

(令和9(2027)

年度) 
主な取組項目 掲載内容 

市民や企業等多

様な主体との協

働による森林整

備の推進 

水源地域の住民と都

市地域の住民との協

働による水源林づく

りや交流・体験事業

等、市民や企業等多様

な主体との協働によ

る森林づくりを推進

します。 

相模原市型

「企業の森」

の制度検討 

相模原市型「企

業の森」協定企

業数 ３社(累

計) 

相模原市型「企

業の森」協定企

業数 ５社(累

計) 

  

ＳＤＧｓのゴール 

    

 

【具体的取組】 

 

企業との協働による森林整備を推進するため、相模原市型「企業の森」を整備し、令和５(２

０２３)年度までに３社、令和９(２０２７)年度までに５社の企業との協定を締結することを

目標とします。 

 

・市有林を活用した相模原市型「企業の森」の制度化と、計画期間中の協定締結を図りま

す。 

・(仮称)相模原市市民の森内の市有林を、「企業の森」として活用し、企業からの寄附をそ

の運営の財源とすることについて検討を行います。 

・市ホームページに開設している「さがみはら森林情報館」を通じてＰＲ等を行うほか、

効果的な周知方法について検討を行います。 
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【参考】神奈川県「森林再生パートナー制度」による「ネーミングライツ森林」 

■制度概要 

神奈川県による企業・団体と共に森林の再生に取り組む制度です。企業・団体は森林整

備等の費用を寄附することによって、森林におけるネーミングライツを取得できるほか、

森林づくり活動等へ参加することができます。 

■市内のネーミングライツ森林(平成２９(２０１７)年度３月時点) 

会社名 森林名 

㈱湘南リビング新聞社 

㈱サンケイリビング新聞社 

リビング新聞の森林 

(一社)神奈川県法人会連合会 法人会の森 

JXTGエネルギー㈱ ENEOSの森 

㈱野本建設 野本建設の森 

㈱カナエル カナエルの森 

伯東㈱ 伯東の森 

キリンビール㈱横浜工場 キリン神奈川水源の森 
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 （５）重点事項⑤【基本方針４―基本施策① 木材の利用拡大】  
森林ビジョン掲載内容 現状 

(平成30 

(2018)年度) 

中間目標 

(令和5(2023)

年度) 

目標 

(令和9(2027)

年度) 
主な取組項目 掲載内容 

材質に応じた木

材流通の最適化

の促進 

 

供給側、需要側双方へ

の情報提供等により、

供給された木材の質

や量に応じた最適な

需要との結びつき等

を促します。 

さがみはら津

久井産材素材

生産量  

３，７３０㎥ 

 

 

 

 

 

 

津久井産材産

地証明制度 

流通確認証  

発行件数１２

件 

流通量４３８

㎥  

 

 

さがみはら津

久井産材素材

生産量  

３，８３０㎥ 

 

 

 

 

 

 

津久井産材産

地証明制度 

流通確認証 

発行件数１７

件 

流通量６１２

㎥ 

 

 

 

さがみはら津

久井産材素材

生産量 

３，９３０㎥ 

 

 

 

 

 

 

津久井産材産

地証明制度 

流通確認証 

発行件数２１

件  

流通量７５６

㎥ 

  

公共建築物への

利用促進 

 

公共建築物等におけ

る木材の利用の促進

に関する法律(平成２

２年法律第３６号)が

平成２２年１０月に

施行され、低層の公共

建築物の木造化を図

ることが示されてい

ます。 

本市においても、国・

県の動向を踏まえて

方針等の策定※を検

討するとともに、今後

も公共建築物への木

材利用を推進します。 

地産地消の促進 

 

地域の木でつくる家

づくりや家具づくり、

津久井産木材のブラ

ンド化等、木材の利用

拡大に係る民間事業

体の取組を促進しま

す。 

木材の多様な利

用のための技

術・商品開発の促

進 

カーボン・オフセット

は、低炭素社会へと転

換する上で重要な手

法の一つであること

から、市民・事業者と

連携し、市独自の市



27 

 

民・事業者参加システ

ムを構築し、有効活用

に取り組みます。 

紙の原料となるパル

プ、燃料となるペレッ

トやバイオエタノー

ルへの利用等、他産業

との連携についても

視野に入れ、地場産木

材の多様な利用のた

めの技術・商品開発等

の検討を積極的に推

進します。 

     

※「相模原市公共施設における木材の利用促進に関する基本方針」を平成２５(２０１３)年１月に策定 

 

ＳＤＧｓのゴール 

      

 

【具体的取組】 

 

さがみはら津久井産材素材生産量については、流通活性化への取組の成果を勘案し、段階

的な増加を目指し、令和５(２０２３)年度は３，８３０㎥、令和９(２０２７)年度は３，９

３０㎥を目標とします。 

津久井産材産地証明制度流通確認証の発行件数及び流通量については、発行件数は毎年１

件、流通量は１件当たり３６㎥の増加を目指し、令和５(２０２３)年度は年間１７件６１２

㎥、令和９(２０２７)年度は年間２１件、７５６㎥を目標とします。 

 

・津久井産材利用拡大協議会への支援等を通じて、次の取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

・神奈川県森林組合連合会が緑区鳥屋に開設した津久井貯木場の積極的な利用を促します。 

・「相模原市公共施設における木材の利用促進に関する基本方針」に基づき、公共施設の木

・木材利用の拡大を進めるため、運営支援を行うとともに、事務局機能の強化を促します。 

・さがみはら津久井産材の利用拡大に向けた需給に関する情報交換を進めるとともに戦略 

的な取組についての検討を促します。 

・生産から加工、販売に至るサプライチェーンの構築等林業振興に向けた更なる検討や取組

を促します。 
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造化と、床、腰壁等の内装や外装への木質化を推進し、庁用備品等についても、木製品の

購入を進めます。 

・さがみはら津久井産材の民間利用を進めるため、さがみはら津久井産材製品の製作事業者

のＰＲ等、民間事業体の取組を支援します。 

・さがみはら津久井産材のブランド化と普及を推進するため、さがみはら津久井産材の愛称

等を定めます。 

・木材の多様な利用のため、関係事業者等と連携し、付加価値の高い商品開発等を促進する

とともに、木質バイオマスの利活用に関する情報収集や検討を行っていきます。 

・地産地消を基本としつつ、より一層の林業振興を図るために、首都圏全域をターゲットに

した効果的なＰＲや戦略的な販売に取り組みます。 
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（６）重点事項⑥【基本方針４―基本施策② 木材の安定供給体制構築に向けた取組】  
森林ビジョン掲載内容 

主な取組項目 掲載内容 

施業集約化の推進 森林組合等と協力しながら、境界の明確化や森林所有者の合意形成

等集約化の推進に取り組みます。 
 
 

ＳＤＧｓのゴール 

      

    

 

【具体的取組】 

 

施業集約化の推進については、林業事業体への支援が主な取組となるため、具体的な目

標の設定は行わず、効率的な森林施業に向けた支援を継続的に行っていきます。 

 

・効率的な森林施業及び持続可能な森林経営に有効な施業集約化の促進のため、林地台帳を

活用した林業事業体への支援を行うとともに、森林組合等と協力しながら森林所有者への

周知啓発に取り組みます。 

・林業事業体等が行う森林経営計画の策定のための森林経営管理法を活用した施業集約化の

支援、個別相談等の支援を継続的に行っていきます。 
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（７）重点事項⑦【基本方針５―基本施策① 健全な森林の保全・育成】  
森林ビジョン掲載内容 現状 

(平成30 

(2018)年度) 

中間目標 

(令和5(2023)

年度) 

目標 

(令和9(2027)

年度) 
主な取組項目 掲載内容 

適切な森林管理

の推進 

森林所有者や森林組

合等の事業者と協力

して、人工林及び里山

林(天然林)の適切な

森林管理の推進に取

り組みます。特に、水

源地域の森林整備に

ついては、神奈川県の

「水源の森林づくり

事業」と連携して進め

るものとします。 

【私有林整備

事業】 

整備面積 

1,127ha 

 

【市有林整備

事業】 

整備面積 

149.8ha 

【私有林整備

事業】 

整備面積 

1,262ha 

 

【市有林整備

事業】 

整備面積 

193.4ha 

【私有林整備

事業】 

整備面積 

1,370ha 

 

【市有林整備

事業】 

整備面積 

241.6ha 

 

ＳＤＧｓのゴール 

      

 

 

【具体的取組】 

  

かながわ水源環境保全・再生実行計画の目標面積に基づき、計画面積(公薄面積)と、実測

による整備面積との相違等を考慮し、私有林整備事業については、令和５(２０２３)年度は   

１，２６２ｈａ、令和９(２０２７)年度は１，３７０ｈａを目標とし、市有林整備事業につ

いては、令和５(２０２３)年度は１９３．４ｈａ、令和９(２０２７)年度は２４１．６ｈａ

を目標とします。 

 

・水源保全地域(水源の森林エリア、地域水源林エリア)においては、令和８(２０２６)年

度を時限とする神奈川県の「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」及び同実行計画に

基づく水源の森林づくり事業等、関係施策との連携を軸に取組を進めます。 

・令和９(２０２７)年度以降については、神奈川県の水源の森林づくり事業等の森林整備

事業が存続しない場合は、それに代わる新たな事業について検討を行います。 
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・小規模な里地里山や市街地の樹林地等は、適正な管理の推進に取り組みます。 

 ・ナラ枯れ等の原因となる病害虫については、発生箇所における重症化の防止と被害の拡

大予防のため、必要な対策を講じます。 

・森林経営管理法に基づく計画的な森林整備を図るとともに、森林・林業に習熟した人材

の活用について県や森林組合等と連携して取り組みます。 

 

図：水源の森林エリアと地域水源林エリア 
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6. その他の基本施策について 

次に掲げる基本施策については、具体的な目標は設定しませんが、基本方針ごとに取組の

方向性や概要について次のとおり示します。 

 

（１）市民への情報提供  
森林ビジョン掲載内容 

基本施策 主な取組項目 内容 

ホームページ

等多様な媒体

による情報発

信の推進 

森林づくり活動等の情

報を提供するポータル

サイトの開設・運営 

市内の森林や木材に関する情報、森林づくり活動等

のイベント情報を提供するポータルサイトを立ち上げ

る等、森林やボランティア活動等に関心のある市民等

を対象とした情報提供に取り組みます。広報紙等によ

る情報提供も行い、市民全体への森林に対する関心

の呼び起こしに取り組みます。 

また、災害や危険箇所に加え、森林に入る際の注意

点や必要な準備等の危機管理の情報や市内外の

方々が森林に親しむために必要な情報の提供体制の

整備についても検討します。 

 

ＳＤＧｓのゴール 

    

 

【検討・取組事項】 

 平成２３(２０１１)年度に市ホームページ内に開設した「さがみはら森林情報館」の
情報発信力を強化していくために、以下の項目について検討を行います。 

＜掲載情報の拡充＞ 

・(仮称)相模原市市民の森に係る情報の充実 

・さがみはら津久井産材の利用促進に向けた情報の充実 

・環境教育プログラムや関連事業の案内 

・関連イベントの実施報告 等 

＜情報提供の拡大＞ 

・外部サイト(一般社団法人相模原市観光協会や公益財団法人相模原市まち・みどり公社

等の行政関連機関のホームページや市内NPO・木材・林業関係のホームページ)との相

互リンク、バナー掲載 等 

 森林情報館の掲載内容については、随時更新を行い、鮮度の高い情報の提供に努めま
す。 
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（２）環境教育の推進 
森林ビジョン掲載内容 

基本施策 主な取組項目 内容 

児童・生徒の環

境教育の推進 

森林をフィールドと

した体験学習の推進 

森林をフィールドとした体験学習や林業体験、森林

を活用した自然観察会等、子どもたちの体験学習の

推進に取り組みます。 

地域の自然や森林とともに生きてきた人々の暮ら

し、文化等に触れ、郷土に学ぶ活動を推進します。 

市有林や財産区有林等の公有林を子どもたちの身近

な学びの場、遊びの場として活用することについて

検討します。 

地域の自然や森林と

人の暮らし等、郷土に

学ぶ活動の推進 

市民主体によ

る環境教育の

推進 

市民が主体となって

行う体験活動・交流活

動の場としての森林

の活用促進 

市民が主体となって各地で行う子どもや高齢者等を

対象とした体験活動・交流活動の場として、森林を

活用することを促進します。 

「木育」の推進 

【再掲】 

材料としての木材の

良さや、その利用の意

義を学ぶ、木材利用に

関する教育活動(木

育)の推進 

市内の森林から供給される木材の良さやその利用の

意義を幅広く市民が学ぶことのできる活動を促進し

ます。 

 

ＳＤＧｓのゴール 

    

 

【検討・取組事項】 

 現在取り組んでいる森林をフィールドとした体験
活動等の取組を引き続き実施するとともに、新たな

事業展開にも努めます。 

 児童、生徒に対して、森林・林業について学ぶ環境
教育や職業体験教室等を実施します。 

 (仮称)相模原市市民の森の活動を通じて、市民や活
動団体等が主体的に行う森林を活用した体験活動

や交流活動を促進します。 

 市内の森林や木材を利用した「木育」の推進に引き
続き取り組みます。 
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（３）市民と森林の接点づくり 
森林ビジョン掲載内容 

基本施策 主な取組項目 内容 

市民が森林と触

れ合う機会の創

出 

 

 

都市のみどりの保全・再

生の推進 

「人々に潤いとやすらぎを与え、都市の生態系

にも影響を与える貴重なみどり」の保全・再生

を推進します。 

「市民緑地、ふれあいの森、保存樹林・樹木、

緑地協定等の緑地保全制度の推進・充実」、「森

づくりパートナーシップ推進事業等による市

民協働の緑地の維持管理」に取り組みます。 

眺望スポットの整備、登山道の整備、森林セラ

ピーロードの認定等、市民と森林の多様な接点

の整備を検討します。 

都市地域と森林地

域をつなぐ交流の

推進 

里地里山の保全、再生及

び活用の推進 

里地里山の保全、再生及び活用を推進します。 

地域資源や人材を活用し

た体験・交流型観光プロ

グラムの開発の推進 

市民や観光事業者との協働により森林資源や

人材を活用した体験・交流型プログラムの開発

を進めます。 

多様な主体との協

働による森林づく

り体制の強化 

森林ボランティアやイン

ストラクターの育成・支

援の推進 

森林ボランティアやインストラクターの育

成・支援に取り組みます。 

 

ＳＤＧｓのゴール 

   

 

【検討・取組事項】 

 都市と自然等、地域の特色を生かした市民と森林の接点づくりに向けた取組を推進し
ます。 

 都市の緑地の保全や適正な維持管理等、都市のみどりの保全・再生の推進に取り組み
ます。 

 相模原市観光振興計画等、関連計画に基づく都市と自然を生かしたグリーン・ツーリ
ズム等の推進を図ります。 

 近隣市と連携しながら、森林等を生かした「広域観光周遊ルート」等、地域と人をつ
なぐルートづくりを推進します。 

 市民や企業等多様な主体との協働による森林整備を円滑に進めていくため、ＮＰＯや
ボランティア間の交流や連携を促します。



35 

 

 

（４）木材等の利活用の推進 
森林ビジョン掲載内容 

基本施策 主な取組項目 内容 

木材の安

定供給体

制構築に

向けた取

組 

効率的な木材生産

システムの開発・導

入促進 

津久井地域では急峻な地形が多い等特有の地形条件があ

ることから、市内の森林の条件を踏まえた最適な木材生

産作業システム(架線系の高性能林業機械等)の開発・導

入を促進します。 

路網整備の推進 木材生産作業システムに応じた路網(配置、規格等)の整

備に取り組みます。 

既設の市営林道等木材生産や森林管理に必要な道路につ

いては、地域関係者との連携を図りつつ、適切な維持・

管理に努めます。 

林業の担い手育成 国や県による人材育成研修等への市内事業者の積極的な

参加を促します。 

技術開発のための

モデル団地の設定 

木材生産作業システムの開発の試行や技術者・技能者の

技術向上のための研修フィールド等としての利用を目的

としたモデル団地等の設定を検討します。モデル団地の

対象地としては、市有林や財産区有林等の公有林の活用

を検討します。 

 

ＳＤＧｓのゴール 

      

 

【検討・取組事項】 

 効率的な木材生産システム等について、市と津久井産材利用拡大協議会で協議を進
めます。 

 木材生産や森林管理に必要な既設の市営林道等については、地域関係者・関係機関
等と連携しつつ、適切な維持・管理に努めます。 

 市のホームページ等を通じて、県の森林塾等の研修への参
加を促します。 

 林業従事者の確保、定着及び林業技術の向上や経営者の育
成のための支援に取り組みます。 

 ・新規就労者への支援事業 

 ・林業従事者への定着支援事業 

 ・林業従事者への技術向上、資格取得への支援事業 等  
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（５）森林環境の保全・整備 
森林ビジョン掲載内容 

基本施策 主な取組項目 内容 

健全な森林

の保全・育成 

森林所有者への意

識啓発 

既存制度の周知や集約化の徹底を図り、森林所有者への意識の啓

発を通じて、森林管理に対する理解の促進に取り組みます。 

森林の現況把握と

モニタリングの推

進 

地理情報システムを活用して、森林、林業等の情報について、県

と連携しつつ、データベースの構築を進めます。 

市民との協働による生物の生態調査や生息分布のデータベース

化等に取り組みます。 

市民生活を

守る森林の

保全・育成 

鳥獣被害対策の推

進 

県や近隣自治体、地域住民と連携して新たな対策の実施を推進し

ます。神奈川県の「丹沢大山自然再生事業」との連携や「有害鳥

獣駆除等対策事業」に取り組みます。 

花粉症対策の推進 九都県市(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、

千葉市、さいたま市、相模原市)との共同により、発生源対策等(少

花粉、無花粉スギへの植替え、スギ材の混交林化等)に積極的に

取り組みます。 

不法投棄対策の推

進 

道路沿いの森林は除伐等を行い見通しのよい環境とするととも

に、ボランティアによる監視や積極的なパトロールの実施、多発

地への監視カメラの設置等の対策をさらに進め、不法投棄の防止

対策に取り組みます。 

残土処分地等の開

発事業対策の推進 

残土処分場等の建設されやすい林道に比較的近い森林(木材等を

生産しやすい立地環境にあり、潜在的な経済価値を持つ森林であ

る場合がある。)に対する適正な整備の推進により、森林所有者

の意識啓発に努め、森林環境の保全に取り組みます。 

 

ＳＤＧｓのゴール 

     

 

【検討・取組事項】 

 森林の国土保全機能を確保するため、県等の関係機関との連携を図るとともに、森林
所有者の経営管理の責務の周知や整備に係る支援制度についての啓発に努めます。 

 鳥獣被害対策、不法投棄対策及び残土処分地等の開発事業対策については、重点事項
に示した「適切な森林管理の推進」への取組を進める とともに、県や市の関連事業

等との連携による取組を引き続き推進します。 

 近年、生息域を拡大しているヤマビルについて、鳥獣被害対策等と連携した効果的な
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対策を進めます。 

 花粉症対策については、広域的な取組が必要であることから、引き続き、九都県市に
おける共同取組の中で、花粉症対策苗木の積極的な利用を進めるほか、民間事業者に

よる利用促進に努めます。 

 市が管理する緑地等については、「緑地管理マニュアル」に基づく適正な保全・管理
に取り組みます。また、保全・管理により生じる伐採木等の有効活用に努めます。 
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7. 持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ：Ｓustainable Ｄevelopment Ｇoalｓ)と施策との関連性 
  
 

後期実施計画の施策の推進に関連の深いゴールは、次のとおり１１ゴールあります。 

 

【ＳＤＧｓのゴールと後期実施計画の施策との関連性】 

関連するＳＤＧｓのゴール 施策推進による貢献の内容 

すべての人に健康と福祉を 
・森林の適切な管理による水質の浄化 

・花粉症対策苗木の利用による花粉発生源対策 

質の高い教育をみんなに ・「木育」等の環境教育の推進 

・「（仮称）相模原市市民の森」を活用する森林体験等のイ

ベントの実施 

安全な水とトイレを世界中に 

・水源地の森林の保全・再生による飲料水の安定供給  

エネルギーをみんなにそしてクリー

ンに ・木質バイオマスの利活用に関する情報収集や検討 

働きがいも経済成長も 
・相模原市型企業の森の検討、整備 

・施業集約化や担い手育成に向けた支援 

産業と技術革新の基盤をつくろう ・さがみはら津久井産材の利用拡大や生産から加工、販売

にいたるサプライチェーンの構築 

・施業集約化の推進による木材の安定供給体制の構築 

住み続けられるまちづくりを ・「（仮称）相模原市市民の森」の整備等による市民と森林

の接点づくり 

・森林の適切な管理による土砂災害等への対策 

つくる責任つかう責任 ・環境教育の推進による市民の意識の向上 

・持続可能な林業の推進による適切な森林管理や木材の 

安定供給 

気候変動に具体的な対策を 
・効率的な森林の管理や木材の利用の拡大によるＣＯ２の

吸収 

陸の豊かさも守ろう 

・森林の保全、再生及び活用による持続可能な森林経営 

パートナーシップで目標を達成しよ

う 
・市民、ＮＰＯ・森林ボランティア、企業、林業経営体等

と連携した各施策の推進 
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8. 進行管理と令和１０(２０２８)年度以降について 
 

（１）実施計画の進行管理について 
後期実施計画では、計画の着実な推進を図るため、「さがみはら森林ビジョン審議会」

において、ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を行い、進行管理の内容については、市

民に向けて公表します。 

また、実施計画の内容については、おおむね中間時点で見直しを行うこととするほか、

社会的状況の変化等に応じて適宜変更、修正を行います。 

 

Do（実行）
・森林ビジョン実施計画の実施・推進

・予算編成

Act（改善）
・評価を踏まえた計画の見直し
・実施、推進方法の改善

Plan（計画）
・さがみはら森林ビジョン策定
・森林ビジョン実施計画策定

Check（評価）
・行政による評価

・第三者機関による評価

Do（実行）
・森林ビジョン実施計画の実施・推進

・予算編成

Act（改善）
・評価を踏まえた計画の見直し
・実施、推進方法の改善

Plan（計画）
・さがみはら森林ビジョン策定
・森林ビジョン実施計画策定

Check（評価）
・行政による評価

・第三者機関による評価

 

 

 
（２）令和１０(２０２８)年度以降について 

後期実施計画の計画期間終了に併せて、さがみはら森林ビジョンの改定と次期実施計

画の策定を行います。 

 


